
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

司法書士会からお知らせ 
H２８年１月版①

～東京司法書士会で行う相談会や被災者向けの情報をお届けします～ 

東京電力への直接請求情報（平成２７年１２月１日請求受付開始分） 

（平成２７年１１月２６日付東京電力プレスリリースより） 

【１】個人の方の本賠償および生命・身体的損害に係る請求 

（第１８回目、請求の対象期間：平成２７年９月１日～１１月３０日） 

第１７回まで従来請求方式の方も、包括請求方式を選択できます。包括請求方式とは、

従来請求方式（過去３か月分の請求を３か月毎に行う）と異なり、将来の賠償分をまとめ

て請求するものです。（対象期間や賠償金額は、区域によって異なります。）包括請求方式

では、対象期間終了後に、実際にかかった費用について、精算手続きが必要となる場合が

あります。 

【２】避難生活等による精神的損害（要介護者さま等への増額）に係る請求 

（第５回目、請求の対象期間：平成２７年６月１日～１１月３０日） 

これまでの請求で証明書類を提出されている方でも、請求対象期間中に要介護度等の変

更・更新等があった場合は、介護保険被保険者証の写し等の提出が必要となります。 

お問合せ先：福島原子力補償相談室（コールセンター） 受付時間：午前９時～午後９時 

電話番号：０１２０－９２６－４０４ ※IP 電話からのお問い合せ 03-6374-7251（有料）

 

 

 

 

東電 続 動産 登 名義変 など 相続 分 な 悩

●東京司法書士会総合相談センター(四谷・金曜 17 時～20 時） 

  ご予約電話番号：０３－３３５３－９２０５ 
  予約受付時間：平日午前９時～１２時、午後１時～５時 

  場所：東京都新宿区本塩町 9-3（ＪＲ・東京メトロ 四ツ谷駅 徒歩約４分） 

●三多摩総合相談センター（立川） 

  ご予約電話番号：０４２－５４８－３９３３ 
  予約受付時間：平日午前１０時～午後４時 

  場所：東京都立川市曙町 2-34-13 オリンピック第３ビル 202-A 

    （ＪＲ 立川駅 北口 徒歩６分、多摩都市モノレール 立川北駅 徒歩５分） 

面談による相談（予約制） 

電話番号：０３－３３５３－２７００ 

相談時間：平日 午前１０時～午後３時４５分 ※通話料はご相談者様の自己負担となります。 

電話による相談 
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